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隣
保
事
業
に
よ
る
生
活
相
談
（
人

権
・
福
祉
・
教
育
・
就
業
等
）
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
。
個
人
の
秘
密
は

厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

☎
（84）
３
５
９
５

　

町
で
は
、平
成
17
年
４
月
か
ら「
小

規
模
契
約
希
望
者
登
録
制
度
」
を
開

始
し
、随
時
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
こ
の
制
度
は
、
町
が
発
注
す
る
小

規
模
な
工
事
や
修
繕
の
契
約
の
う

ち
、
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
（
指

名
参
加
願
）
を
し
て
い
な
い
方
で
も

契
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
小
額
で

内
容
が
軽
易
、
履
行
の
確
保
が
容
易

な
契
約
」を
希
望
す
る
方
を
登
録
し
、

指
名
業
者
選
定
の
対
象
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
町
内
業
者
の
受
注
機
会

を
拡
大
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

②
こ
の
制
度
は
、
随
時
受
付
し
、
有

効
期
間
は
２
年
と
し
て
、
支
障
が
な

い
と
認
め
た
場
合
に
は
自
動
更
新
と

な
り
ま
す
。

③
こ
の
登
録
者
名
簿
は
、
契
約
の
透

明
性
向
上
の
た
め
に
一
般
に
公
開

（
閲
覧
）
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
、

ご
理
解
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

○
申
請
で
き
る
方

　

町
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
き
、

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
（
指

名
参
加
願
）
を
提
出
し
て
い
な
い
方

○
申
請
で
き
な
い
方

⑴
町
内
に
主
た
る
事
務
所
を
お
い
て

い
な
い
方
（
他
の
市
町
村
に
本
店
が

あ
る
場
合
等
）

⑵
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
ま
た

は
破
産
者
で
復
権
を
得
て
い
な
い
方

⑶
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

（
指
名
参
加
願
）
を
提
出
し
て
い
る

方※
こ
の
制
度
に
登
録
し
た
方
は
、「
五

霞
町
小
規
模
契
約
希
望
登
録
名
簿
」

に
登
録
さ
れ
、
町
が
発
注
す
る
小
規

模
な
契
約
の
際
に
指
名
業
者
選
定
と

な
り
ま
す
が
、
指
名
や
契
約
を
約
束

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

財
政
・
管
財
Ｇ
（
内
線
２
２
３
）

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
は
、

２
月
16
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
ま
で

で
す
。

　

ま
た
、
平
成
20
年
分
の
個
人
事
業

者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
期
限
は
、
３
月
31
日
㈫
ま
で

で
す
。

　

税
務
署
の
閉
庁
日
は
相
談
・
申
告

書
の
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
申
告
書
は
郵
便
も
し
く
は
信
書

便
に
よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署
の
時

間
外
収
受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
提
出

で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
分
所
得
税
・
消

費
税
の
確
定
申
告
書
に
つ
い
て
は
、

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
納
税
者
の

方
に
対
し
て
、
１
月
末
に
送
付
す
る

予
定
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
税
務
署　

個
人
課
税
部
門

　

☎
（32）
４
１
６
１

　

相
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
そ
の
登
記
手
続
き
が
放
置

さ
れ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
点
検
と

確
認
を
呼
び
か
け
、
で
き
る
だ
け
早

い
時
期
に
登
記
手
続
き
を
す
る
よ

う
、
本
年
度
も
２
月
の
１
ヶ
月
間
を

「
相
続
登
記
は
お
済
で
す
か
月
間
」

と
し
て
司
法
書
士
の
市
民
へ
の
サ
ー

ビ
ス
活
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

○
活
動
期
間　

平
成
21
年
２
月
の
１

ヶ
月
間

　
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
相
談
内
容

　

相
続
登
記
に
関
す
る
相
談

○
受
付
及
び
実
施
場
所

　

県
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

○
そ
の
他

　

お
申
し
込
み
は
各
司
法
書
士
事
務

所
に
て
で
き
ま
す
。
ま
た
相
談
料
は

無
料
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
司
法
書
士
会

　

☎
０
２
９
（
２
２
５
）
０
１
１
１

　

医
療
機
関
で
行
う
乳
が
ん
・
子
宮

が
ん
検
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
人

数
制
限
が
あ
る
た
め
電
話
に
よ
る
先

着
順
の
お
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
。

○
検
査
方
法

　

乳
が
ん
検
診
は
、
年
齢
等
で
医
療

機
関
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
超
音
波

か
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
一
方
向
に
な

り
ま
す
。

　

子
宮
が
ん
検
診
は
、
子
宮
頚
部
の

細
胞
診
で
す
。

○
料
金

・
40
歳
か
ら
69
歳

　

乳
が
ん
検
診　

２
，
４
０
０
円

　

子
宮
が
ん
検
診
２
，
０
０
０
円

・
70
歳
以
上

　

乳
が
ん
検
診　

１
，
２
０
０
円

　

子
宮
が
ん
検
診
１
，
０
０
０
円

○
医
療
機
関
名

　

（
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診
）

・
茨
城
西
南
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院

・
古
河
赤
十
字
病
院

　

（
乳
が
ん
の
み
）

・
友
愛
記
念
病
院

○
予
約
受
付
日
時

　

２
月
16
日
㈪
か
ら
20
日
㈮
ま
で

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
電

話
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（84）
１
９
１
０

お
知
ら
せ

（NO.403）
▪
生
活
相
談
の
実
施

▪
所
得
税
・
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
は
正

し
く
お
早
め
に

（
総
務
課
）

▪
医
療
機
関
で
行
う
乳
が
ん
・

子
宮
が
ん
検
診
に
つ
い
て

（
健
康
福
祉
課
）

▪
小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
制

度
の
随
時
受
付
（
企
画
財
政
課
）

▪
相
続
登
記
は
お
済
で
す
か

月
間

（
町
民
税
務
課
）

（
町
民
税
務
課
）

町の身近なニュース


